
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
三
十
年
六
月
十
二
日

参

議

院

法

務

委

員

会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
格
別
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。

一

成
年
年
齢
引
下
げ
に
伴
う
消
費
者
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
法
整
備
と
し
て
、
早
急
に
以
下
の
事
項
に
つ
き
検
討

を
行
い
、
本
法
成
立
後
二
年
以
内
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

１

知
識
・
経
験
・
判
断
力
の
不
足
な
ど
消
費
者
が
合
理
的
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
情
を
不
当
に
利
用
し
て
、

事
業
者
が
消
費
者
を
勧
誘
し
契
約
を
締
結
さ
せ
た
場
合
に
お
け
る
消
費
者
の
取
消
権
（
い
わ
ゆ
る
つ
け
込
み
型
不
当
勧
誘

取
消
権
）
を
創
設
す
る
こ
と
。

２

消
費
者
契
約
法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
事
業
者
の
情
報
提
供
に
お
け
る
考
慮
要
素
に
つ
い
て
は
、
考
慮
要
素
と
提
供

す
べ
き
情
報
の
内
容
と
の
関
係
性
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
年
齢
、
生
活
の
状
況
及
び
財
産
の
状
況
に
つ
い
て
も
要
素
と

す
る
こ
と
。

３

特
定
商
取
引
法
の
対
象
と
な
る
連
鎖
販
売
取
引
及
び
訪
問
販
売
に
つ
い
て
、
消
費
者
委
員
会
の
提
言
を
踏
ま
え
、
若
年

成
人
の
判
断
力
の
不
足
に
乗
じ
て
契
約
を
締
結
さ
せ
る
行
為
を
行
政
処
分
の
対
象
と
す
る
こ
と
、
又
は
、
同
行
為
が
現
行

の
規
定
で
も
行
政
処
分
の
対
象
と
な
る
場
合
は
こ
れ
を
明
確
に
す
る
た
め
に
必
要
な
改
正
を
行
う
こ
と
。

４

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
若
年
者
の
消
費
者
被
害
を
防
止
し
、
救
済
を
図
る
た
め
の
必
要
な
法
整
備
を
行
う
こ

と
。



二

特
定
商
取
引
法
、
割
賦
販
売
法
、
貸
金
業
法
そ
の
他
の
業
法
に
お
け
る
若
年
成
人
の
被
害
防
止
を
含
む
消
費
者
保
護
の
た

め
の
規
制
に
つ
き
、
所
管
官
庁
に
よ
る
違
反
事
業
者
に
対
す
る
処
分
等
の
執
行
の
強
化
を
図
る
こ
と
。

三

成
年
年
齢
の
引
下
げ
に
伴
い
若
年
者
の
マ
ル
チ
商
法
等
に
よ
る
消
費
者
被
害
が
拡
大
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ

れ
ら
の
被
害
の
実
態
に
即
し
た
対
策
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

四

自
立
し
た
消
費
者
を
育
成
す
る
た
め
の
教
育
の
在
り
方
を
質
量
共
に
充
実
さ
せ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
以
下
の
事
項
に
つ

い
て
留
意
す
る
こ
と
。

１

「
若
年
者
へ
の
消
費
者
教
育
の
推
進
に
関
す
る
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
掲
げ
た
施
策
を
、
関
係
省
庁
で
緊
密
に

連
携
し
て
着
実
に
実
施
し
、
全
国
の
高
等
学
校
・
大
学
等
に
お
け
る
実
践
的
な
消
費
者
教
育
の
実
施
を
図
る
こ
と
。

２

外
部
講
師
や
行
政
機
関
等
と
連
携
を
進
め
た
り
、
消
費
者
教
育
を
家
庭
科
、
社
会
科
を
始
め
と
す
る
教
科
等
に
お
い
て

実
施
し
た
り
す
る
な
ど
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
に
お
け
る
教
育
を
充
実
す
る
こ
と
。

３

十
八
歳
、
十
九
歳
の
若
年
者
に
対
す
る
大
学
・
専
門
学
校
、
職
場
、
地
域
に
お
け
る
消
費
者
教
育
を
充
実
す
る
こ
と
。

４

教
員
養
成
課
程
で
の
消
費
者
教
育
の
強
化
な
ど
教
員
養
成
課
程
の
改
革
を
進
め
る
こ
と
。

５

行
政
機
関
が
学
校
教
育
以
外
で
も
積
極
的
に
消
費
者
教
育
に
取
り
組
む
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

五

十
八
歳
、
十
九
歳
の
若
年
者
の
自
立
を
支
援
す
る
観
点
か
ら
、
本
法
施
行
ま
で
に
、
以
下
の
事
項
に
留
意
し
た
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
こ
と
。

１

成
年
年
齢
と
養
育
費
負
担
終
期
は
連
動
せ
ず
未
成
熟
で
あ
る
限
り
養
育
費
分
担
義
務
が
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も

に
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
養
育
費
確
保
に
向
け
て
、
養
育
費
の
取
決
め
等
に
つ
い
て
周
知
徹
底
す
る
な
ど
必
要
な
措
置
を
講

ず
る
こ
と
。



２

現
在
の
社
会
経
済
情
勢
に
見
合
っ
た
養
育
費
算
定
基
準
に
つ
い
て
、
裁
判
所
に
お
け
る
調
査
研
究
に
協
力
す
る
こ
と
。

３

十
八
歳
、
十
九
歳
の
若
年
者
に
お
い
て
も
個
々
の
成
熟
度
合
い
や
置
か
れ
た
環
境
に
違
い
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
こ

れ
ら
の
若
年
者
の
成
長
発
達
を
支
援
す
る
た
め
に
（
特
に
児
童
福
祉
法
上
の
自
立
支
援
が
後
退
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う

に
）
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

六

十
八
歳
、
十
九
歳
の
若
年
者
に
理
解
さ
れ
や
す
い
形
で
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

七

消
費
者
被
害
防
止
の
た
め
の
啓
発
活
動
を
実
施
す
る
若
者
団
体
等
の
活
動
へ
の
支
援
を
行
い
、
成
年
年
齢
引
下
げ
に
伴
う

若
年
消
費
者
被
害
防
止
の
社
会
的
周
知
の
た
め
の
国
民
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
実
施
を
検
討
す
る
こ
と
。

八

成
年
年
齢
引
下
げ
に
向
け
た
環
境
整
備
に
向
け
た
施
策
が
実
効
性
の
あ
る
も
の
と
な
る
よ
う
「
成
年
年
齢
引
下
げ
を
見
据

え
た
環
境
整
備
に
関
す
る
関
係
府
省
庁
連
絡
会
議
」
の
メ
ン
バ
ー
等
に
お
い
て
、
弁
護
士
、
教
育
関
係
者
、
消
費
生
活
相
談

員
等
を
含
む
第
三
者
の
意
見
を
十
分
に
聴
取
す
る
こ
と
。

九

若
年
者
の
消
費
者
被
害
へ
の
相
談
体
制
の
強
化
・
拡
充
、
情
報
提
供
、
消
費
者
教
育
の
充
実
を
実
現
す
る
た
め
、
地
方
消

費
者
行
政
に
つ
い
て
十
分
な
予
算
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

十

施
行
日
ま
で
に
、
上
記
に
掲
げ
た
措
置
が
実
施
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
の
措
置
が
効
果
を
上
げ
て
い
る
か
、
そ
の
効
果
が
国

民
に
浸
透
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
効
果
測
定
や
調
査
を
実
施
し
た
上
で
検
討
し
、
そ
の
状
況
に
つ
い
て
随
時
公
表
す
る
こ

と
。右

決
議
す
る
。


